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第
一
川
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口
万

中

世

文

雲

と

地

域

伝

承

ー
ー
文
覚
発
心
の
物
語
を
め
ぐ
っ
て
ー
ー

一
人
の
男
の
横
恋
慕
故
に
、
夫
へ
の
貞
節
と
母
へ
の
孝
養
と
の
板
ば
さ
み
に
な

っ
て
、
自
ら
の
命
を
絶
つ
に
至
っ
た
女
房
の
物
語
は
、
い
わ
ゆ
る
丈
覚
発
心
の
物

語
と
し
て
古
く
か
ら
人
口
に
檎
突
し
て
い
る
。
こ
の
物
語
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成

立
し
、
ど
の
よ
う
に
流
布
変
容
し
て
き
た
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
諸
説
が
行
わ

れ
、
今
な
お
定
説
を
み
な
い
。
本
稿
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
直
接
的
に
言
及
す

る
も
の
で
は
な
い
が
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
巷
間
流
布
し
た
こ
の
物
語
の
背

景
に
、
そ
の
地
域
的
性
格
と
、
伝
承
基
盤
と
い
う
要
素
を
読
み
と
っ
て
み
た
い
と

考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
要
素
が
、
こ
の
物
語
の
成
立
と
、
或
る
意
味
に
お
い
て

抜
き
差
し
な
ら
ぬ
関
係
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

淀
川
水
系
の
物
語

こ
の
物
語
に
通
底
す
る
基
本
的
要
素
の
一
つ
に
、
渡
辺
橋
の
橋
供
養
と
い
う
モ

チ
ー
フ
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
見
物
語
の
主
要
な
筋
立
て
と
は
無
関
係
の
よ
う
で

は
あ
る
が
、
実
は
、
物
語
成
立
の
基
盤
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る。

L
ホ
'

・・寸

ni

手口

美

鎌
倉
期
の
成
立
と
目
さ
れ
る
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
で
は
、
文
覚
発
心
の
物
語

を
渡
辺
橋
の
供
養
の
場
面
か
ら
語
り
は
じ
め
る
。

然
ヲ
此
内
ヲ
罷
出
テ
後
、
渡
辺
橋
供
養
之
時
、
希
代
ノ
勝
事
ナ
リ
ケ
レ
バ
、

江
口
、
神
崎
、
柱
本
、
向
、
住
吉
、
天
王
寺
、
明
石
、
福
原
、
室
、
高
砂
、

淀
ヤ
、
河
尻
、
難
波
方
、
金
屋
、
片
野
、
石
清
水
、
ウ
ド
ノ
、
山
崎
、
鳥
羽

ノ
里
、
各
ノ
歩
ヲ
運
ッ
、
、
霞
ノ
裏
ニ
珠
ヲ
カ
ケ
、
長
柄
ノ
橋
ノ
如
ク
ニ

テ
、
不
朽
ト
ゾ
祈
リ
ケ
ル
。

こ
れ
は
、
渡
辺
橋
供
養
と
い
う
一
大
セ
レ
モ
ニ
ー
を
一
目
見
ょ
う
と
、
近
隣
か

ら
大
勢
の
見
物
人
が
押
し
か
け
た
様
子
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す

べ
き
は
、
こ
こ
に
登
場
す
る
地
名
が
す
べ
て
京
都
と
大
阪
を
結
ぶ
淀
川
沿
岸
の
名

だ
た
る
河
港
の
地
と
さ
ら
に
は
大
阪
湾
か
ら
播
磨
灘
に
至
る
港
地
を
上
げ
て
い
る

点
で
あ
る
。
淀
ヤ
は
淀
屋
、
難
波
方
は
難
波
潟
、
片
野
は
交
野
、
ウ
ド
ノ
は
鵜
殿

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
詳
細
な
地
名
の
列
挙
の
中
に
こ
そ
、
こ
の
物
語
の
成
り

立
ち
を
窺
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
渡
辺
党
の
拠
点

た
る
揖
津
渡
辺
と
淀
川
の
上
流
鳥
羽
の
里
を
結
ぶ
淀
川
水
系
が
こ
の
物
語
を
は
ぐ

く
む
揺
藍
の
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
物
語
が
、
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在
俗
ノ
時
ハ
、
渡
辺
ノ
遠
藤
武
者
盛
遠
ト
テ
、
上
西
門
院
ノ
武
者
所
ニ
テ
、

久
シ
ク
龍
顔
ニ
仕
ヘ
テ
、
飲
羽
ノ
三
威
ヲ
施
、
ン
、
専
ラ
鳳
閥
ニ
侍
シ
テ
、
射

鵬
ノ
名
誉
ヲ
振
ヒ
キ
。

と
紹
介
さ
れ
る
、
渡
辺
党
の
遠
藤
盛
遠
(
文
覚
)
と
、
鳥
羽
の
里
の
住
人
、
鳥
羽

の
刑
部
左
衛
尉
門
渡
、
さ
ら
に
そ
の
女
房
と
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
に
示

さ
れ
て
い
る
。
こ
と
に
、
鳥
羽
の
刑
部
左
衛
門
渡
と
い
う
名
は
、
単
な
る
固
有
名

詞
で
は
な
く
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
種
象
徴
的
意
味
を
持
つ
名
前
と
し
て
受
け

と
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
c

こ
こ
で
、
以
後
の
論
証
を
進
め
る
た
め
に
、
少
し
く
淀
川
の
概
要
を
摘
記
し
て

お
く
。
淀
川
は
、
琵
琶
湖
に
源
を
発
し
、
京
都
盆
地
を
横
切
っ
て
か
ら
大
阪
平
野

に
入
り
、
南
西
方
向
へ
流
れ
て
大
阪
市
内
を
貫
流
し
た
後
に
大
阪
湾
に
注
ぐ
河
川

で
あ
る
。
淀
川
水
系
の
最
大
の
水
源
は
、
琵
琶
湖
水
系
で
、
瀬
田
川
か
ら
流
出
し

て
宇
治
川
と
名
を
改
め
て
京
都
盆
地
に
入
り
、
京
都
府
と
大
阪
府
と
の
境
界
を
な

す
山
崎
の
狭
陸
部
に
お
い
て
、
木
津
川
と
合
流
し
て
大
阪
平
野
に
は
い
る
。
淀
川

の
名
称
は
、
『
日
本
紀
略
』
延
喜
一
八
年
(
九
一
八
)
八
月
一
七
日
条
に
初
見
す

る
。
京
都
盆
地
の
最
低
部
に
巨
椋
池
が
あ
り
、
こ
こ
に
東
か
ら
宇
治
川
が
、
北
か

ら
葛
野
河
(
桂
川
)
、
南
か
ら
泉
河
(
木
津
川
)
が
流
入
し
、
平
安
京
造
営
後
に

こ
の
湖
水
の
北
に
与
等
津
(
淀
津
、
現
京
都
市
伏
見
区
)
が
設
け
ら
れ
た
。
平
安

京
の
外
港
と
し
て
羅
城
門
か
ら
鳥
羽
造
道
が
建
設
さ
れ
(
の
ち
淀
路
と
も
よ

ぶ
)
、
山
陽
道
・
南
海
道
な
ど
の
西
国
方
面
か
ら
官
物
や
庄
園
の
貢
租
物
が
陸
揚

げ
さ
れ
、
こ
こ
に
は
朝
廷
の
供
御
所
な
ど
が
あ
っ
た

D

し
た
が
っ
て
淀
津
は
淀
川

流
域
の
み
な
ら
ず
、
南
西
日
本
に
お
け
る
最
も
重
要
な
水
陸
交
通
の
要
地
と
し
て

繁
栄
す
る
。

ま
た
、
淀
川
河
岸
の
低
湿
地
は
、
早
く
か
ら
放
牧
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い

た
。
『
延
喜
式
』
に
は
、
左
右
馬
寮
所
属
の
鳥
飼
牧
(
現
揖
津
市
)
、
美
豆
牧
(
現

京
都
市
伏
見
区
、
京
都
府
久
世
郡
久
御
山
町
)
、
典
薬
寮
所
属
の
味
原
牧
(
現
東

淀
川
区
)
な
ど
の
官
牧
を
あ
げ
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
、
公
私
の
牧
野
が
、

淀
川
、
大
和
川
、
鴨
川
、
桂
川
の
河
岸
に
経
営
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
古
代
淀
川
の

渡
河
地
点
と
し
て
は
、
宇
治
橋
・
泉
大
橋
・
恭
仁
大
橋
と
と
も
に
、
山
崎
橋
(
現

島
本
町
)
、
高
瀬
大
橋
(
現
守
口
市
)
・
長
柄
橋
・
中
河
橋
・
堀
江
橋
(
現
大
阪

市
)
な
ど
が
架
橋
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
平
安
遷
都
後
は
、
与
渡
津
(
淀
津
)

が
そ
の
中
心
と
な
り
、
上
流
に
は
岡
屋
津
・
宇
治
津
(
現
京
都
府
宇
治
市
)
、
下

流
に
は
山
崎
津
江
口
、
渡
辺
津
(
現
東
区
)
、
神
崎
・
河
尻
(
現
尼
崎
市
)
な
ど

の
河
港
が
発
達
し
た
。

そ
し
て
、
平
安
期
か
ら
中
世
を
通
じ
て
庄
園
領
主
経
済
と
全
国
的
な
商
品
流
通

の
中
心
地
で
あ
る
京
都
と
他
地
域
と
の
幹
線
交
通
路
と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
い

た
の
が
淀
川
で
あ
り
、
淀
川
に
沿
っ
た
河
港
に
は
、
問
丸
・
座
・
土
倉
な
ど
の
商

人
、
船
頭
・
馬
借
・
車
借
な
ど
の
運
送
業
者
、
各
種
の
手
工
業
者
、
旅
館
業
者
、

遊
女
な
ど
が
集
中
し
、
市
場
が
聞
か
れ
、
都
市
化
が
進
展
し
た
。

要
す
る
に
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
、
淀
川
は
京
都
と
西
国
を
結
ぶ
重
要
な
幹
線

交
通
路
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
中
で
、
渡
辺
は
、
摂
津
西
成
郡
に
あ
っ
て

淀
川
が
大
阪
湾
に
注
ぐ
河
口
に
位
置
し
、
古
く
は
大
渡
、
窪
津
な
ど
と
も
称
さ
れ

た
渡
渉
地
で
あ
る
。
平
安
時
代
よ
り
皇
室
領
大
江
御
厨
の
中
心
と
し
て
供
御
人
が

居
住
し
、
魚
類
な
ど
を
貢
進
し
た
。
ま
た
交
通
の
要
所
で
も
あ
り
、
京
よ
り
四
天

王
寺
・
住
吉
神
社
さ
ら
に
熊
野
へ
参
る
に
は
、
淀
川
を
船
で
下
り
渡
辺
で
上
陸

し
、
熊
野
街
道
を
南
下
す
る
。
淀
川
で
京
と
、
ま
た
大
阪
湾
で
西
国
と
結
ば
れ
、

熊
野
街
道
の
起
点
で
も
あ
る
重
要
な
港
津
で
あ
っ
た
。
渡
辺
党
が
平
安
末
期
か
ら

中
世
に
か
け
て
、
こ
の
渡
辺
の
地
を
拠
点
と
し
て
活
動
し
た
武
士
集
団
で
あ
り
、
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彼
等
が
大
江
御
厨
の
供
御
人
集
団
の
統
括
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
有
名
な
事
実
で
あ

る。
一
方
、
鳥
羽
の
地
は
、
山
城
国
紀
伊
郡
の
平
安
京
真
南
の
一
帯
を
指
し
、
現
在

京
都
市
南
区
上
鳥
羽
と
伏
見
区
下
鳥
羽
に
分
か
れ
て
い
る
。
「
和
名
類
取
水
抄
』
に

「
止
(
度
)
波
」
と
訓
ず
る
。
桂
川
と
鴨
川
合
流
点
に
近
く
、
低
湿
な
平
野
を
形

成
す
る
こ
の
地
に
は
、
鳥
羽
津
が
お
か
れ
、
平
安
京
羅
城
門
か
ら
南
に
直
進
す
る

鳥
羽
の
作
道
が
貫
通
す
る
な
ど
、
古
来
水
陸
交
通
の
結
節
点
と
し
て
京
郊
の
要
衝

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
小
稿
で
は
考
察
の
対
象
と
し
な
い
が
、
現
在
の
上
鳥

羽
、
下
鳥
羽
い
ず
れ
の
地
に
も
文
覚
発
心
説
話
が
伝
わ
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ

た
事
実
で
あ
る
。

吉
田
東
伍
編
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
の
「
渡
辺
」
の
項
に
、
文
覚
説
話
を
引
き

な
が
ら
、按

に
城
州
鳥
羽
に
恋
塚
と
云
ふ
も
の
あ
り
て
、
袈
裟
墓
と
も
伝
ふ
。
然
れ
と

も
、
其
人
々
の
故
園
は
渡
辺
に
在
る
こ
と
な
れ
ば
、
此
地
に
墓
を
築
き
た
る

こ
と
疑
な
し
。
後
世
遺
跡
を
伝
へ
ざ
る
は
、
惜
し
き
事
な
ら
ず
や
。

と
す
る
記
述
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
文
覚
(
盛
遠
)
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
物
語
に

登
場
す
る
人
物
が
渡
辺
党
ゆ
か
り
の
人
物
で
あ
る
と
す
る
認
識
と
、
そ
の
遺
跡
が

京
郊
鳥
羽
の
地
に
あ
っ
て
、
肝
心
の
渡
辺
の
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
へ
の

遺
憾
の
意
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
物
語
が
渡
辺
党
の
物
語
で
あ
る
と
い
う
認
識

か
ら
す
れ
ば
も
っ
と
も
な
感
想
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
地
が
、
淀
川
水
系
の
水

運
文
化
に
よ
っ
て
密
接
に
結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、

か
な
ら
ず
し
も
不
思
議
と
す
る
に
足
ら
な
い
。

文
覚
の
出
自
と
さ
れ
る
遠
藤
氏
は
、
渡
辺
党
の
一
流
で
あ
る
が
、
そ
の
氏
系
図

た
る
「
遠
藤
系
図
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

民
部
卿
藤
原
忠
文
は
、
平
将
門
追
討
の
た
め
坂
東
に
派
遣
さ
れ
た
が
、
そ
の

途
次
、
遠
江
国
焼
風
の
里
で
一
子
を
儲
け
た
。
そ
の
名
を
焼
風
三
郎
公
時
と

い
っ
た
。
後
に
、
そ
の
子
息
遠
藤
六
郎
為
方
は
、
国
吏
と
し
て
上
京
、
揖
津

守
と
し
て
掃
州
一
国
に
遊
び
、
そ
の
地
で
妻
を
要
り
、
そ
の
縁
で
渡
辺
の
地

に
居
住
、
十
人
の
子
息
を
成
し
た
。
ま
た
、
宇
治
鎮
守
理
久
大
明
神
は
、
藤

原
忠
文
を
杷
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
忠
文
が
将
門
追
討
に
出
兵
し
た

も
の
の
、
勲
功
の
賞
に
預
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
恨
み
、
宇
治
の
里
に
龍

居
、
一
夜
の
う
ち
に
冠
よ
り
白
髪
が
生
え
出
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ

の
件
に
関
し
て
右
大
臣
実
頼
が
忠
文
を
処
罰
し
た
と
こ
ろ
、
実
頼
の
二
人
の

子
は
一
夜
に
し
て
命
を
失
っ
た
。
そ
の
た
め
、
忠
文
を
神
と
杷
っ
た
。
宇
治

の
里
は
、
忠
文
の
私
領
で
あ
っ
た
。

以
上
は
、
『
遠
藤
系
図
』
の
序
文
の
記
述
で
あ
る
。
遠
藤
氏
の
出
自
を
、
崇
神

と
な
っ
た
藤
原
忠
文
と
結
び
付
け
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、

一
族
の
出
自
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、
歴
史
上
の
人
物
で
あ
る
藤
原
忠
文
に
結

縁
し
、
出
一
京
神
転
じ
て
宇
治
の
氏
神
と
な
っ
た
理
久
大
明
神
の
祭
記
者
で
あ
る
こ
と

に
求
め
よ
う
と
す
る
主
張
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
青
山
幹
哉
氏
に
よ
れ

ば
、
こ
う
し
た
氏
の
系
図
が
作
成
さ
れ
る
の
は
、
鎌
倉
期
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
主
と
し
て
氏
族
の
存
在
の
主
張
と
い
う
意
図
の
も
と
に
な
さ
れ
た
と
い

、つノ
O
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そ
し
て
、
「
遠
藤
系
図
』
の
「
公
時
」
の
項
に
は
、
焼
風
コ
一
郎
遠
江
守
の
名
を

付
し
て
、
「
父
忠
文
依
将
門
追
罰
之
賞
。
蒙
大
遠
藤
宣
旨
云
々
」
と
注
記
し
、
さ

ら
に
、
そ
の
子
「
為
方
」
の
項
に
は
、
「
惣
官
、
撮
津
守
、
遠
藤
六
郎
大
夫
」
と

し
て
、

号
窪
津
大
夫
。
白
日
疋
首
国
渡
辺
惣
官
始
也
。
此
時
白
宇
治
里
渡
辺
ニ
移
住



一
園
田
文
目
録
ヲ
ク
リ
テ
。
十
人
ノ
子
息
ノ
タ
メ
一
一
。
始
テ
田
畑
屋
敷

ヲ
立
置
。
愛
私
領
ト
今
名
号
ス
ル
田
畠
屋
敷
等
是
也
。

と
注
記
し
て
い
る
。
こ
の
記
述
に
よ
り
、
渡
辺
党
遠
藤
氏
の
実
質
的
な
始
祖
が
、

遠
藤
六
郎
為
方
で
あ
り
、
こ
の
代
に
宇
治
の
里
か
ら
揖
津
渡
辺
に
拠
点
を
移
し
た

こ
と
、
さ
ら
に
渡
辺
惣
官
の
始
め
を
渡
辺
党
の
い
ま
一
つ
の
流
派
で
あ
る
源
姓
渡

辺
氏
で
は
な
く
、
遠
藤
氏
で
あ
る
と
す
る
主
張
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
惣

官
と
は
大
江
御
厨
供
御
人
の
統
括
者
の
こ
と
で
あ
り
、
代
々
渡
辺
党
の
者
が
そ
の

地
位
に
就
い
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
遠
藤
氏
が
宇
治
の
里
と
の
地
縁
を
説
く
こ
と
に
は
注
目
し

て
お
き
た
い
。
宇
治
の
里
も
ま
た
、
淀
川
水
系
の
一
翼
を
担
う
地
で
あ
っ
た
。

也

検
非
違
使
の
物
語

延
慶
本
『
平
家
物
語
』
を
は
じ
め
と
し
て
、
文
覚
発
心
の
物
語
を
伝
え
る
諸
伝

承
が
、
盛
遠
と
刑
部
左
衛
門
尉
女
房
と
の
出
会
い
の
場
と
し
て
渡
辺
の
橋
供
養
に

言
及
す
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る

D

延
慶

本
、
四
部
合
戦
状
本
、
『
源
平
盛
衰
記
』
等
の
『
平
家
物
語
』
諸
本
、
御
伽
草
子

『
恋
塚
物
語
』
、
『
滝
口
物
語
』
、
さ
ら
に
は
同
じ
く
『
猿
源
氏
』
所
引
の
当
該
説
話

等
々
、
い
ず
れ
も
が
橋
供
養
を
出
会
い
の
場
と
す
る
こ
と
は
、
単
に
物
語
の
筋
書

上
の
問
題
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
物
語
が
渡
辺
党
を
中
心

と
す
る
淀
川
水
系
の
河
港
の
地
に
暮
ら
す
人
々
の
聞
に
妊
胎
し
、
伝
承
さ
れ
て
き

た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
渡
辺
の
橋
供
養
は
一
種
象
徴
的
意
味
を

担
う
も
の
と
い
え
る
。

ま
た
、
女
房
の
夫
た
る
鳥
羽
の
刑
部
左
衛
門
尉
の
名
に
つ
い
て
も
、
そ
の
象
徴

性
を
読
み
取
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
物
語
の
表
面
上
で
は
、
固
有
名
詞
で
あ

る
こ
の
名
は
、
実
は
こ
の
人
物
の
歴
史
的
実
体
を
指
し
示
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
鳥
羽
と
い
う
京
郊
の
要
衝
を
な
す
河
港
の
地
名
と
刑
部
左
衛
門
尉
と

い
う
刑
吏
を
意
味
す
る
名
の
結
び
付
き
は
、
わ
れ
わ
れ
を
し
て
否
応
な
く
、
検
非

違
使
と
河
・
津
と
の
関
係
に
導
い
て
く
れ
る
。
い
ま
、
加
地
宏
江
・
中
原
俊
章
篇

「
中
世
の
大
阪
』
に
よ
り
、
こ
の
点
を
み
て
み
た
い
。

検
非
違
使
は
九
世
紀
初
に
成
立
し
た
検
察
を
任
務
と
す
る
機
関
で
あ
る
。
検
非

違
使
に
は
、
衛
門
府
の
官
人
が
当
て
ら
れ
、
京
中
の
治
安
維
持
に
当
た
る
と
と
も

に
各
地
に
派
遣
さ
れ
て
警
察
活
動
を
行
っ
た
。
な
か
で
も
特
に
津
頭
は
犯
罪
人
も

多
く
、
十
世
紀
初
ご
ろ
山
崎
・
淀
・
大
津
な
ど
淀
川
流
域
の
津
は
検
非
違
使
に
よ

る
津
廻
り
が
行
わ
れ
、
定
期
的
に
巡
回
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
検
非
違
使

の
津
に
対
す
る
権
限
は
警
察
活
動
か
ら
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
検

非
違
使
と
津
と
の
関
係
は
、
検
察
の
み
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
京
か
ら
瀬

戸
内
海
を
結
ぶ
交
通
路
の
確
保
と
い
う
重
要
な
任
務
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
た
と

え
ば
、
高
野
山
へ
の
参
詣
は
、
京
よ
り
船
で
淀
川
を
下
り
、
渡
辺
か
堺
あ
た
り
で

上
陸
し
、
陸
路
を
と
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
水
路
の
重
要
さ
を
示
す
も
の
で
あ

る
が
、
こ
の
「
道
」
の
整
備
は
、
検
非
違
使
が
担
当
し
、
津
刀
禰
た
ち
を
指
揮
し

船
の
準
備
や
人
夫
の
調
達
を
し
た
。
こ
の
よ
う
な
検
非
違
使
の
活
動
は
、
法
皇
や

天
皇
の
行
幸
、
関
白
家
の
参
詣
に
必
ず
見
ら
れ
た
。
当
時
法
皇
は
頻
繁
に
石
清
水

・
高
野
山
・
天
王
寺
に
出
か
け
て
い
た
が
、
そ
の
お
り
に
も
や
は
り
船
が
利
用
さ

れ
る
こ
と
が
多
く
、
準
備
は
検
非
違
使
が
当
た
っ
て
い
た
。
他
に
も
非
人
を
指
揮

し
て
道
の
掃
除
(
清
目
)
を
し
た
り
、
橋
の
必
要
な
場
所
に
は
浮
橋
を
設
置
し
た

り
、
そ
の
た
め
の
物
資
の
点
定
や
人
夫
を
集
め
る
こ
と
は
検
非
違
使
の
仕
事
で
あ

つ
ま
り
、
交
通
路
の
確
保
は
検
非
違
使
の
重
要
な
役
割
で
あ
っ
た
。
こ
の
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検
非
違
使
の
活
動
が
み
え
る
範
囲
は
、
桂
川
・
淀
川
・
大
和
川
・
神
崎
川
な
ど
京

か
ら
瀬
戸
内
海
へ
通
じ
る
ル

l
ト
が
中
心
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
伊
勢
神
宮
へ
の

使
が
通
る
伊
賀
や
大
和
国
の
道
・
橋
の
巡
検
が
検
非
違
使
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ

と
も
あ
り
、
さ
ら
に
、
宇
佐
八
幡
宮
へ
の
使
が
播
磨
固
か
ら
乗
船
し
た
時
に
、
検

非
違
使
が
そ
の
港
を
支
配
し
て
い
た
例
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
天
皇
に
直
属
す
る
御

厨
が
多
く
設
け
ら
れ
、
中
央
政
府
の
河
・
津
に
対
す
る
支
配
権
が
強
化
さ
れ
て
い

く
過
程
で
、
検
非
違
使
が
河
・
津
を
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
て
ゆ
く
。
一
一
世
紀

に
も
淀
に
衛
門
府
の
「
御
賢
所
」
が
見
え
、
衛
門
府
に
属
す
る
狩
取
が
漁
業
に
携

わ
り
御
費
を
貢
進
し
て
い
る
口
衛
門
府
は
検
非
違
使
の
本
官
で
あ
り
、
検
非
違
使

は
経
済
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
(
以
上
、
加
地
・
中
原
)
。

以
上
を
要
す
る
に
、
検
非
違
使
は
平
安
期
以
降
、
淀
川
流
域
の
河
津
に
お
け
る

警
察
活
動
に
従
事
し
て
い
た
が
、
そ
れ
以
上
に
、
京
都
か
ら
西
国
へ
の
ル

l
ト
を

は
じ
め
と
す
る
水
陸
の
交
通
路
確
保
と
い
う
重
要
な
任
務
を
担
っ
て
お
り
、
そ
の

た
め
の
作
道
や
架
橋
、
清
掃
活
動
に
携
わ
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
天
皇
直
轄
の
御

厨
の
増
設
に
伴
い
、
検
非
違
使
が
河
・
津
を
管
理
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
丹
生
谷
哲
一
氏
は
、
検
非
違
使
制
と
中
世
身
分
制
と
は
不
可
分
の
関
係

に
あ
り
、
検
非
違
使
制
が
中
世
賎
民
、
非
人
リ
キ
ヨ
メ
身
分
の
形
成
と
構
造
に
果

し
た
役
割
は
、
決
定
的
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
検
非
違
使
制

は
、
天
皇
と
非
人
リ
キ
ヨ
メ
と
い
う
、
中
世
身
分
制
に
お
け
る
両
極
を
媒
介
す
る

か
な
め
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
公
的
清
掃
行
事
と
い
う

こ
と
が
平
安
時
代
以
来
検
非
違
使
固
有
の
職
掌
と
な
っ
て
お
り
、
検
非
違
使
庁
と

散
所
、
と
く
に
清
掃
散
所
と
は
、
掃
除
H

キ
ヨ
メ
と
い
う
こ
と
を
介
し
て
本
質
的

な
関
係
を
有
し
て
い
た
。
ま
た
、
丹
生
谷
氏
は
、
検
非
違
使
の
任
命
条
件
と
し

て
、
容
儀
・
才
学
・
富
貴
・
譜
代
・
近
習
の
五
つ
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
、
刑
場
な
ど
で
の
華
麗
な
服
装
に
つ
い
て
は
、
罪
が
同
時
に
械
と
も
観
念
さ

れ
て
い
た
中
世
社
会
に
お
い
て
は
、
処
刑
の
場
が
キ
ヨ
メ
の
場
で
も
あ
っ
た
と
こ

ろ
か
ら
、
儀
礼
・
秩
序
・
キ
ヨ
メ
の
統
括
者
と
い
う
職
務
上
、
「
美
装
」
が
求
め
ら

れ
た
と
す
る
。
ま
た
、
検
非
違
使
の
「
富
貴
」
と
い
う
条
件
に
は
、
非
人
施
行
の

問
題
が
あ
っ
た
と
し
、
中
世
社
会
に
お
い
て
は
、
非
人
は
ま
た
罪
械
の
人
と
見
な

さ
れ
て
い
た
か
ら
、
非
人
へ
の
施
行
は
、
滅
罪
浄
械
の
行
い
と
し
て
検
非
違
使
の

職
務
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
「
富
貴
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

さ
て
、
以
上
み
て
き
た
検
非
違
使
の
職
掌
は
、
摂
津
渡
辺
の
武
士
集
団
で
あ
る

渡
辺
党
の
あ
り
方
と
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
こ
の
点

を
、
前
掲
加
地
、
中
原
両
氏
に
よ
る
『
中
世
の
大
阪
』
に
よ
り
確
認
し
て
み
た

い
。
渡
辺
の
地
は
大
江
御
厨
の
一
部
で
あ
り
、
渡
辺
氏
は
こ
の
大
江
御
厨
の
渡
辺

惣
官
に
補
さ
れ
て
い
た
。
渡
辺
系
図
に
よ
れ
ば
、
渡
辺
惣
官
の
最
初
は
渡
辺
伝
で

白
河
院
政
下
の
こ
と
。
こ
れ
は
、
資
料
的
に
見
て
事
実
の
可
能
性
が
高
い
。
惣
官

と
は
供
御
人
の
統
括
者
の
こ
と
で
あ
り
、
内
蔵
寮
の
支
配
を
受
け
、
内
蔵
頭
か
ら

任
命
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
渡
辺
氏
が
、
渡
辺
の
惣
官
に
補
さ
れ
た
背
景
に

は
、
こ
の
氏
が
代
々
蔵
人
所
の
滝
口
に
補
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
関
係
す
る
。
供
御

人
の
管
理
者
は
官
人
が
多
く
、
渡
辺
氏
も
蔵
人
所
の
職
員
と
し
て
供
御
の
納
入
の

た
め
に
惣
官
に
補
さ
れ
た
。
特
に
、
滝
口
は
任
官
す
る
と
や
が
て
馬
允
か
ら
衛
門

尉
に
補
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
検
非
違
使
の
本
官
で
あ
っ
た
衛
門
府
の
官

人
と
し
て
も
、
淀
川
下
流
の
要
所
の
警
護
管
理
が
必
要
で
あ
っ
た
。
渡
辺
氏
の
官

人
と
し
て
の
役
割
も
こ
の
あ
た
り
に
あ
り
、
渡
辺
氏
は
惣
官
と
し
て
渡
辺
津
の
管

理
に
あ
た
り
、
津
の
警
護
や
物
資
の
点
定
、
橋
の
修
理
、
供
御
人
の
統
括
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
役
割
を
果
し
て
い
た
(
以
上
、
加
地
・
中
原
)
。

ち
な
み
に
、
『
渡
辺
系
図
」
に
よ
り
、
伝
以
下
の
渡
辺
党
の
面
々
の
官
職
を
瞥
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見
し
て
い
く
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

伝双

後
白
河
院
武
者
所
、
左
馬
允

滝
口
、
左
衛
門

高
倉
院
仕
、
滝
口
、
刑
部
丞

源
次
、
兵
庫
頭

後
鳥
羽
院
仕
、
源
八

後
堀
河
院
仕
、
源
大
夫

後
堀
川
院
武
者
所
、
滝
口
、
源
次

四
条
院
滝
口
仕
、
惣
官
、
左
馬
允
、
左
衛
門
尉

源
三
、
兵
衛
尉

こ
れ
ら
を
み
る
と
、
渡
辺
党
の
一
族
が
、
代
々
ほ
ぼ
同
一
あ
る
い
は
類
似
の
官

職
に
就
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
そ
の
一
人
、
満
を
例
に
と
る
と
、

満
は
鳥
羽
院
に
仕
え
る
と
同
時
に
蔵
人
所
に
よ
っ
て
滝
口
に
補
さ
れ
て
お
り
、
衛

重

白
川
院
仕
、
滝
口
、
源
大
夫
、
従
五
位
下
、
惣
官

堀
川
院
仕
、
滝
口
坊
門
、
左
馬
允

鳥
羽
院
北
面
、
滝
口

鳥
羽
院
北
面
、
滝
口
、
左
馬
允

滝
口
、
惣
官
、
左
右
衛
門
尉

鳥
羽
院
武
者
所
、
源
次

崇
徳
院
仕
、
滝
口
、
左
馬
允

渡
辺
惣
官
、
兵
衛
、
薩
摩
守

源
太
、
左
馬
允

滝
口
、
左
馬
允

渡
辺
、
滝
口

親満調与授備知競昇'陪
且ら

十及生集定運有

門
府
に
よ
り
左
馬
允
に
補
さ
れ
て
い
る
。
或
い
は
、
運
は
、
四
条
院
院
仕
、
滝

口
、
渡
辺
惣
官
、
左
馬
允
、
左
衛
門
尉
の
官
職
に
就
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
検
非

違
使
は
令
外
の
官
で
あ
る
た
め
系
図
に
は
注
記
さ
れ
な
い
が
、
渡
辺
党
の
面
々
が

検
非
違
使
と
し
て
の
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
、
上
記
の
状
況
か
ら
み
て
容
易

に
推
測
で
き
る
。

検
非
違
使
は
左
右
衛
門
府
職
員
が
「
使
の
宣
旨
」
に
よ
り
兼
任
す
る
の
が
原
則

で
あ
っ
か
。
検
非
違
使
庁
の
別
当
は
、
参
議
・
中
納
言
で
衛
門
督
を
帯
び
る
者
が

任
命
さ
れ
、
そ
の
発
す
る
別
当
官
一
は
勅
宣
に
準
ず
る
権
威
を
持
つ
重
職
で
あ
り
、

佐
は
別
当
を
補
佐
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
家
柄
・
人
物
を
選
ん
で
補
任
さ
れ
た
。
尉

は
、
検
非
違
使
庁
の
実
務
の
中
心
を
担
う
職
員
で
、
法
律
に
精
通
し
た
明
法
道
出

身
者
や
武
力
に
秀
で
た
者
が
任
用
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
武
力
に
秀
で
た
者
は
、

追
捕
尉
と
い
い
武
士
が
起
用
さ
れ
、
少
尉
を
原
則
と
し
た
。
以
下
、
志
、
府
生
、

火
長
に
よ
っ
て
検
非
違
使
庁
の
組
織
は
構
成
さ
れ
る
。

話
を
本
節
の
冒
頭
に
戻
せ
ば
、
こ
の
物
語
が
、
渡
辺
、
鳥
羽
等
と
い
っ
た
淀
川

水
系
の
渡
渉
地
と
、
そ
れ
を
管
理
す
る
検
非
違
使
や
渡
辺
惣
官
と
い
っ
た
人
々
と

深
く
関
わ
る
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
蓋
然
性
は
、
か
な

り
高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
渡
辺
橋
供
養
が
こ
の
物
語
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を

占
め
る
の
は
、
彼
等
が
渡
渉
地
の
橋
の
管
理
に
携
わ
る
こ
と
と
関
連
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
以
下
、
こ
の
あ
た
り
の
事
情
が
、
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
の
文
覚
発
心

説
話
に
ど
の
よ
う
な
影
を
落
と
し
て
い
る
か
を
み
て
み
た
い
。
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鳥
羽
の
刑
部
左
衛
門
尉
渡
の
原
像

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
鳥
羽
の
刑
部
左
衛
門
尉
渡
と
い
う
名
に
は
、
明
瞭
な



意
味
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
鳥
羽
は
何
度
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
京
郊
の
要
衝
た

る
港
津
で
あ
り
、
刑
部
左
衛
門
尉
と
い
う
呼
称
は
、
あ
き
ら
か
に
検
非
違
使
と
し

て
の
職
掌
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
渡
と
は
、
ま
さ
に
渡
渉
地
の

そ
れ
を
意
味
し
て
、
象
徴
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
に
お
け

る
こ
の
物
語
の
中
で
、
刑
部
左
衛
門
に
対
し
て
見
え
隠
れ
す
る
蔑
視
の
意
味
も
、

そ
の
あ
た
り
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
丹
生
谷
哲
一
応
は
、

検
非
違
使
制
と
中
世
身
分
制
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
天
皇
と
非
人
H

キ
ヨ

メ
と
い
う
、
中
世
身
分
制
に
お
け
る
両
極
端
を
媒
介
す
る
か
な
め
の
役
割
を
担
っ

て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
検
非
違
使
組
織
内
部
に
賎
祝
さ
れ
る
非

人
を
抱
え
込
ん
で
、
刑
場
そ
の
他
の
清
目
機
能
を
担
っ
て
い
た
こ
と
と
も
関
係
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
検
非
違
使
と
い
う
職
制
は
、
或
る
種
境
界
的

意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

説
法
半
時
ニ
及
テ
、
二
瓦
舟
一
般
ゾ
下
リ
ケ
ル
。
下
人
、
冠
者
原
ニ
至
ル
マ

デ
、
サ
ワ
/
¥
ト
シ
テ
ゾ
見
ヘ
ケ
ル
。
中
ニ
ア
ジ
ロ
輿
、
二
張
ア
リ
。
橋
ヨ

リ
上
一
段
計
ノ
西
ノ
岸
ニ
属
。
ヤ
ガ
テ
輿
ニ
乗
リ
座
敷
ヘ
入
ル
。
輿
ノ
金

物
、
大
万
、
具
足
、
力
者
、
法
師
ニ
至
マ
デ
、
ツ
キ
ル
¥
J
ン
ク
有
リ
ケ
ル

ナ
ラ
ピ

問
、
「
何
ノ
座
敷
ヘ
入
ヤ
ラ
ム
」
ト
見
程
一
一
、
ヤ
ガ
テ
並
ノ
査
ニ
入
ル
。
盛

遠
具
足
ニ
化
カ
サ
レ
テ
、
主
ハ
イ
カ
ナ
ル
人
ヤ
ラ
ム
ト
、
ヒ
タ
ス
ラ
ノ
ゾ
キ

居
タ
ル
ニ
・
:
。

こ
れ
は
、
刑
部
左
衛
門
の
妻
が
渡
辺
橋
供
養
の
儀
式
見
物
の
た
め
に
鳥
羽
の
里

か
ら
船
で
淀
川
を
下
り
、
渡
辺
に
到
着
す
る
場
面
で
あ
る
。
か
な
り
具
体
的
な
記

述
で
あ
る
が
、
全
体
を
通
し
て
伝
わ
っ
て
く
る
の
は
、
こ
の
一
行
の
装
い
の
仰
々

し
さ
で
あ
り
、
そ
の
華
麗
さ
で
あ
ろ
う
。
渡
辺
橋
の
「
上
一
段
計
ノ
西
ノ
岸
」
に

船
を
着
け
、
女
房
を
乗
せ
た
輿
は
金
物
細
工
で
飾
り
立
て
ら
れ
、
豪
華
な
大
刀
や

具
足
を
身
に
纏
っ
た
力
者
や
法
師
等
の
従
者
を
引
き
連
れ
て
、
見
物
の
座
敷
に
入

っ
て
ゆ
く
。
橋
供
養
と
い
う
行
事
が
、
一
種
の
祝
祭
空
間
を
形
成
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
み
て
と
れ
る
し
、
こ
の
一
行
の
様
子
が
、
一
種
芝

居
が
か
ワ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
船
の
到
着
時
の
周
囲
の
ざ
わ
め
き
か
ら
も
伝

わ
っ
て
く
る
。
こ
れ
み
よ
が
し
の
一
行
の
風
情
に
、
盛
遠
は
そ
の
主
の
顔
を
確
か

め
よ
う
と
座
敷
の
中
を
覗
き
込
も
う
と
す
る
。
そ
の
点
で
、
「
盛
遠
具
足
ニ
化
カ

サ
レ
テ
」
と
い
う
表
現
に
は
注
意
を
要
す
る
。

延
慶
本
で
は
、
女
房
も
盛
遠
も
儀
式
の
見
物
者
と
い
う
に
す
、
ぎ
な
い
が
、
こ
れ

が
、
『
源
平
盛
衰
記
』
と
な
る
と
、
盛
遠
自
身
が
橋
供
養
の
奉
行
を
務
め
た
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で
、
前
述
の
よ
う
な
渡
辺
党
の
職
掌
か
ら

み
て
、
不
自
然
で
は
な
い
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
な
延
慶
本
の
ス
ト
ー
リ
ー

に
則
せ
ば
、
こ
れ
は
、
適
当
で
は
な
い
。

盛
遠
紺
叢
濃
の
直
垂
に
、
黒
締
械
の
腹
巻
に
袖
付
け
て
、
折
烏
帽
子
係
に
か

け
、
銀
の
蛭
巻
二
筋
通
し
て
巻
き
た
る
長
万
左
の
脇
に
は
さ
み
、
其
の
日
の

奉
行
し
け
れ
ば
、
辻
々
固
め
た
る
兵
士
共
下
知
し
廻
し
て
、
橋
の
上
に
立
渡

り
、
ゅ
、
し
く
ぞ
有
り
け
か
。
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こ
れ
は
、
奉
行
と
し
て
立
ち
働
く
盛
遠
の
描
写
で
あ
る
。
ま
た
『
源
平
盛
衰

記
』
で
は
、
女
房
は
盛
遠
の
内
戚
の
旗
母
の
娘
と
い
う
設
定
で
あ
り
、
左
衛
門
尉

渡
も
渡
辺
党
の
一
門
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
『
源
平
盛
衰
記
』
の
文
覚
発

心
説
話
は
、
渡
辺
党
一
族
の
物
語
と
い
う
性
格
を
よ
り
濃
厚
に
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
四
部
合
戦
状
本
『
平
家
物
語
』
と
な
る
と
、
渡
辺
橋
は
盛
遠
の
父
持

遠
が
架
け
た
も
の
と
し
、
橋
供
養
の
行
事
に
も
触
れ
て
い
る
。
鳥
羽
の
刑
部
左
衛

門
の
妻
は
、
京
都
七
条
西
洞
院
の
住
人
市
佐
と
、
夫
の
死
後
、
世
佐
の
尼
と
名
乗

る
女
性
と
の
間
に
で
き
た
娘
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
橋
供
養
の
時
、
橋
を
最
初
に



渡
る
者
は
、
罪
障
を
滅
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
女
房
が
一
番

に
渡
っ
た
。
そ
し
て
、
持
遠
は
浄
衣
を
着
、
花
篭
を
持
っ
て
渡
り
、
盛
遠
は
薪
を

担
っ
て
渡
っ
た
と
す
る
。
こ
の
記
述
が
宗
教
的
、
或
い
は
民
俗
文
化
的
に
み
て
ど

の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
か
、
い
ま
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
四

部
合
戦
状
本
の
こ
の
簡
略
な
記
述
の
背
後
に
、
ま
と
ま
っ
た
伝
承
が
あ
っ
た
こ
と

L
よ
ヰ
ゴ

A
h
k
'
-
、
こ
ー
・
戸
民
主

O

じ
刻
心
日
代
ほ
ほ
十
ト
，
刀
丈
/
¥
J
L
I

し

こ
の
よ
う
に
、
「
平
家
物
語
』

の
各
テ
キ
ス
ト
に
限
っ
て
も
、
橋
供
養
の
場
面

描
写
に
は
い
ろ
い
ろ
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
中
で
も
描
写
が
詳
細
な
の

は
、
延
慶
本
で
あ
る
。
渡
辺
橋
供
養
は
、
そ
の
歴
史
的
事
実
を
背
景
と
し
て
、
ま

さ
に
「
希
代
ノ
勝
事
」
と
し
て
、
淀
川
水
系
に
生
き
る
人
々
の
脳
裏
に
刻
印
さ
れ

る
べ
き
事
柄
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
音
中
味
で
、
こ
の
橋
供
養
の
モ
チ
ー
フ
は
、

単
に
盛
遠
と
女
房
の
出
会
い
を
語
る
物
語
の
一
場
面
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
当

該
説
話
の
核
心
を
な
す
要
素
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
書

承
文
献
に
か
ぎ
っ
て
み
て
も
、
鎌
倉
期
の
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
か
ら
近
世
初
期

の
御
伽
草
子
に
至
る
ま
で
、
文
覚
発
心
説
話
の
ほ
と
ん
ど
が
、
渡
辺
橋
供
養
の
モ

チ
ー
フ
を
持
ち
伝
え
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
話
を
延
慶
本
の
上
記
の
叙
述
に
戻
し
た
い
。
刑
部
左
衛
門
の
女
房
一
行

は
、
そ
の
い
で
た
ち
の
豪
華
さ
故
に
周
囲
の
耳
目
を
集
め
た
。
そ
れ
は
、
す
な
わ

ち
、
夫
刑
部
左
衛
門
の
富
裕
ぶ
り
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
物
語

の
終
盤
に
至
っ
て
、

日
ノ
ホ
ド
酒
宴
、
夜
ニ
入
ラ
バ
管
絃
連
歌
ア
ル
ベ
シ
。
其
ノ
後
カ
ヘ
ル
ベ

シ
。
刑
部
左
衛
門
酔
ム
ズ
ラ
ム
其
ノ
夜
伺
ヒ
給
へ
。
刑
部
ガ
ネ
ド
コ
ロ
ハ
、

酒
宴
ノ
家
ヲ
一
ツ
隔
テ
西
ニ
ア
タ
リ
タ
ル
屋
也
。
常
ニ
東
山
ニ
出
ル
月
ヲ
見

ム
ト
東
ニ
ム
ケ
テ
ス
メ
リ
。

と
紹
介
さ
れ
る
暮
ら
し
ぶ
り
か
ら
も
窺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
延
慶
本
の
刑
部
左
衛
門
は
、
周
囲
の
蔑
視
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
詳

細
は
そ
ち
ら
に
ゆ
ず
り
た
い
が
、
女
房
の
母
尼
公
が
、
盛
遠
の
願
い
を
容
れ
て
、

既
婚
者
で
あ
る
娘
を
盛
遠
に
取
り
持
と
う
と
す
る
の
は
、
婿
刑
部
左
衛
門
に
対
す

る
蔑
視
故
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
母
に
と
っ
て
娘
の
結
婚
は
意
に
添
わ
な
い
も
の
で

あ
っ
た
。
悲
劇
の
発
端
は
、
そ
の
母
の
思
い
に
あ
る
。
で
は
、
母
尼
公
に
と
っ
て

娘
に
ふ
さ
わ
し
い
相
手
た
る
盛
遠
は
、
延
慶
本
で
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
盛
遠
の
地
位
は
、
こ
の
小
稿
冒
頭
で
引
用
し
た
よ
う
に
、
上
西

門
院
武
者
所
と
し
て
宮
廷
に
仕
え
、
武
威
を
発
揮
し
た
と
あ
る
口
前
述
し
た
よ
う

な
渡
辺
党
の
あ
り
方
か
ら
し
て
、
格
別
異
と
す
る
に
は
あ
た
ら
な
い
。
そ
れ
で

は
、
母
尼
公
自
身
の
出
自
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
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-
我
身
昔
ハ
諸
宮
諸
院
ヲ
経
廻
シ
テ
、
好
色
遊
宴
ノ
方
々
サ
リ
ト
モ
多
コ
ソ
見

知
リ
給
ラ
メ
。

・
我
身
今
ハ
廃
レ
者
ナ
レ
ド
モ
、
昔
申
シ
承
リ
シ
人
ノ
ミ
コ
ソ
オ
ワ
ス
レ
。
遠

国
マ
デ
ハ
叶
ワ
ズ
ト
モ
、
洛
中
ニ
テ
ハ
イ
ヅ
レ
ノ
御
方
ナ
リ
ト
モ
、
又
六
波

羅
ノ
人
共
ノ
姫
共
ナ
リ
ト
モ
:
・
。

こ
れ
は
、
盛
遠
の
悩
み
が
恋
患
い
で
あ
る
と
推
量
し
た
母
尼
公
の
盛
遠
に
対
す

る
言
葉
で
あ
る
。
尼
公
は
、
か
つ
て
自
分
が
京
中
の
「
諸
宮
諸
院
ヲ
経
廻
」
し
、

権
門
貴
紳
に
顔
見
知
り
が
多
い
と
こ
ろ
か
ら
、
ど
こ
の
女
で
あ
ろ
う
と
も
、
恋
の

取
り
持
ち
が
可
能
で
あ
る
と
述
べ
る
件
で
あ
る
。
「
好
色
遊
宴
」
云
々
と
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
、
母
尼
公
の
前
身
は
、
京
中
の
権
門
貴
紳
を
経
廻
す
る
遊
芸
の
徒
で
あ

っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
尼
公
の
価
値
観
か
ら
す
れ
ば
、
か
つ
て
の
洛
中
に
お

け
る
「
諸
宮
諸
院
」
に
お
け
る
「
好
色
遊
宴
」
の
世
界
こ
そ
が
、
ま
ば
ゆ
い
ば
か



り
の
輝
き
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
「
上
西
門
院
ノ
武
者
所
ニ
テ
、
久

シ
ク
龍
顔
ニ
仕
ヘ
」
た
盛
遠
の
経
歴
は
、
尼
公
に
と
っ
て
娘
の
婿
に
ふ
さ
わ
し
い

も
の
と
映
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
娘
の
現
在
の
夫
、
刑
部
左
衛
門
は
、
そ
の
富
貴
と
は
別
に
、
「
目
ザ
マ

シ
キ
」
者
と
し
て
差
別
さ
れ
る
側
面
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
前

掲
丹
生
谷
哲
一
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
世
身
分
制
に
お
け
る
刑
吏
、
す
な

わ
ち
検
非
違
使
の
問
題
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
検
非
違
使
が
そ
の
職
掌
に
由

来
す
る
「
ケ
ガ
レ
」
を
担
い
つ
つ
、
そ
の
条
件
と
し
て
富
裕
や
「
美
装
」
が
要
求

さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
物
語
を
読
み
解
く
上
で
も
、
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。

四

ま
と
め
に
か
え
て

文
覚
発
心
の
物
語
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
中
国
の
東
帰
(
京
師
)
節
女
説
話

が
種
本
で
あ
る
と
い
う
説
が
な
さ
れ
て
お
り
、
事
実
、
鎌
倉
期
の
成
立
で
あ
る
延

慶
本
『
平
家
物
語
』
も
文
覚
説
話
に
並
ぶ
か
た
ち
で
、
東
帰
(
京
師
)
節
女
説
話

を
記
し
て
い
る
。
文
覚
と
い
う
歴
史
上
の
実
在
人
物
の
発
心
説
話
が
成
立
す
る
段

階
で
、
こ
の
中
国
種
の
物
語
が
素
材
と
な
っ
た
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
事
実
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
文
覚
の
こ
の
物
語
が
、
ど
の
よ
う
な
成
立
基

盤
を
持
ち
、
中
世
か
ら
近
世
に
至
る
長
い
時
間
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
伝
承
基
盤

を
有
し
て
い
た
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
に
意
味
が
あ
る
こ
と
と
考
え
ら

れ
る
。
以
上
は
、
そ
の
周
辺
の
問
題
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
で
あ
る
。

以
下
延
慶
本
「
平
家
物
語
』
の
引
用
は
、
勉
誠
杜
翻
刻
本
に
拠
り
、
読
み
や
す
い

よ
う
に
適
宜
表
記
を
改
め
た
。

以
下
の
淀
川
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
平
凡
社
版
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
」
大
阪
府

篇
に
拠
る
。

平
凡
社
版
「
日
本
歴
史
大
事
典
』
「
渡
辺
」
の
項
に
拠
る
。

加
地
宏
江
・
中
原
俊
章
『
中
世
の
大
阪
』
(
松
箱
杜
)
参
照
。

古
川
弘
文
館
版
『
国
史
大
辞
典
」
「
鳥
羽
」
の
項
に
拠
る
。

『
続
群
書
類
従
」
六
下
所
収
「
遠
藤
系
図
」
に
拠
る
。

青
山
幹
哉
「
見
せ
る
系
図
と
他
見
を
ゆ
る
さ
な
い
系
図
」
発
表
要
旨
(
伝
承
文
学

研
究
会
平
成
一
五
年
度
大
会
南
山
大
学
)

注
凶
加
地
・
中
原
一
五
頁
以
下
に
拠
る

Q

丹
生
谷
哲
一
『
検
非
違
使
」
(
平
凡
社
一
九
八
六
)
に
拠
る
。

「
続
群
書
類
従
』
五
下
所
収
「
渡
辺
系
図
」
に
拠
る
。

平
凡
社
版
「
日
本
歴
史
大
事
典
」
「
検
非
違
使
」
項
に
拠
る
。

丹
生
谷
注
仰
に
向
。

『
源
平
盛
衰
記
」
の
引
用
は
、
妻
林
舎
版
通
俗
日
本
全
史
本
に
拠
る
。

こ
の
期
の
渡
辺
橋
の
架
橋
に
つ
い
て
は
、
東
大
寺
大
仏
勧
進
聖
俊
乗
坊
重
源
の
手

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
が
重
源
自
筆
の
『
南
無
阿
弥
陀
仏
作
善
集
」
の
記
述
に

よ
っ
て
わ
か
る
。
な
お
、
こ
の
重
源
が
渡
辺
党
の
出
自
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
近
藤
喜
博
氏
の
考
証
(
「
文
覚
謹
の
渡
辺
党
」
『
南
都
仏
教
』
二
二
号
)
が
あ

る。小
林
美
和
「
文
覚
発
心
語
再
考
」
「
平
家
物
語
の
成
立
』
(
和
泉
書
院

所
収

丹
生
谷
注
倒
に
向
。

(1 )注(2) (7) (6) (5) (4) (3) (14) (13) (12)ω(10) (9) (8) (1司(16) 
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